
 

総社市市民農園貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１６号 

 

総社市市民農園貸付規則の一部を改正する規則 

 

総社市市民農園貸付規則（平成１７年総社市規則第１２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（市民農園の名称等） 

第２条 市民農園の名称及び区画数は，次のとおりとする。 

名 称 区画数 

 略 

大池上市民農園 23 

清音市民農園 41 

  

 

 （市民農園の名称等） 

第２条 市民農園の名称及び区画数は，次のとおりとする。 

名 称 区画数 

 略   

大池上市民農園 

 

23 

  

 

附 則 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 


